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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ホログラム（４５，４５’，５１）を作成する方法であって、以下のステップ、すなわ
ち：
ホログラムマスター（２）を準備し、
ホログラフィック記録材料（４）をホログラムマスター（２）の前に配置し、
コヒーレント光（８，１１）を発生させ、ホログラフィック記録材料（４）にコヒーレン
ト光（８，１１）を透過させる結果、光の一部が、コヒーレント光（８，１１）の拡散方
向においてホログラフィック記録材料（４）の後方に配置されたホログラムマスター（２
）においてホログラフィック記録材料（４）内へもどって反射されるか又は回折され、ホ
ログラフィック記録材料を透過したコヒーレント光（８，１１）と干渉を起こし、かつそ
のように記録材料（４）内へのホログラム（４５，４５’，５１）を感光するステップを
有する前記方法において、
　ホログラムマスター（２）が、異なる分散特性の少なくとも二つの部分（１５，１６）
によって準備され及び／又は作成され、これら部分がそれぞれ、同じ感光入射角度（１４
）で入射するコヒーレント光を、それらの分散特性に応じて、同一の感光射出角度（１９
）の周りの異なる大きさに制限された角度領域（１７，１８）に反射し及び／又は回折し
、
ホログラムマスター（２）の準備が、以下のステップ、すなわち、
　キャリア（３０）を準備し、
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　異なる表面粗さの少なくとも二つの部分を作成するので、キャリア（３０）が、光（３
４）を透過させる際、これを少なくとも二つの異なる部分内で異なって分散し、
　少なくとも二つの部分を有するキャリア（３０）の結像を透過ホログラム（４０）内に
行い、
透過ホログラム（４０）を再生し、および再生イメージの感光をマスターホログラム内に
行うので、これが体積反射ホログラムとして形成される、というステップを有するマスタ
ーホログラムの作成を含んでいること、
その際、ホログラムを作成する前記方法が、コヒーレント光（８）がホログラフィック記
録材料（４）を透過する前に、記録材料（４）内へのホログラム（４５，４５’，５１）
の感光のために識別パターンに従い局部的に変調されるステップを含んでいることを特徴
とする前記方法。
【請求項２】
　分散された光の強度分配が、少なくとも二つの部分（１５，１６）の分散特性を定める
角度領域（１７，１８）にわたって一定でないよう、ホログラムマスター（２）が準備さ
れていることを特徴とする請求項１に記載の方法。　
【請求項３】
　少なくとも二つの部分（１５，１６）の強度分配（２０，２１）が、一つの（同一の）
きわめてよい角度（２２）のもと同一の強度を有するよう、ホログラムマスター（２）の
分散特性が選択されていることを特徴とする請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　感光入射角度（１４）が、２５°から７５°の間の領域、または４０°から５０°の領
域にあり、または４５°であって、感光射出角度（１９）が、８０°から１３５°の領域
、または８０°から１００°の間にあり、または９０°であることを特徴とする請求項１
から３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　セキュリティ文書のセキュリティ特徴としてのホログラム（４５，４５’、５１）を作
成する装置（１）であって、ホログラフィック記録材料（４）にコヒーレント光（８，１
１）を透過させるために、ホログラムマスター（２）、ホログラフィック記録材料（４）
のための収容部及び／又はガイド、コヒーレント光（８，１１）を発する光源（５）、並
びにコヒーレント光（８，１１）を案内するための結像光学系を備える結果、コヒーレン
ト光（８，１１）の少なくとも一部が、ホログラムマスター（２）で回折され及び／又は
反射され、ホログラフィック記録材料を透過するコヒーレント光（８，１１）とホログラ
フィック記録材料内で干渉する前記装置（１）において、
　ホログラムマスター（２）が異なる分散特性の少なくとも二つの部分を有し、これら部
分がそれぞれ、同じ感光入射角度（１４）のもと入射する単色のコヒーレント光（８，１
１）を、それらの分散特性に応じて、同一の感光射出角度（１９）の周りの異なる大きさ
に制限された角度領域（１７，１８）に反射し及び／又は回折すること、
その際、ホログラムマスターがマスターホログラムであり、このマスターホログラムが、
異なる分散特性を有する二つの領域を有しており、
その際、コヒーレント光（８）がホログラフィック記録材料（４）を透過する前に識別パ
ターンに従い局部的に変調可能であるよう、空間光変調器（１０）が配置されていること
を特徴とする前記装置（１）。
【請求項６】
　コヒーレント光が、複数の異なる波長を有して時間をずらしてまたは時間的に同時に発
生されることを特徴とする請求項５に記載の装置（１）。
【請求項７】
　ホログラムマスター（２）が形成される点、分散光の強度分配（２０．２１）が、少な
くとも二つの部分（１５，１６）の分散特性を決める領域（１５，１６）にわたって一定
でない点に特徴を有する請求項５または６に記載の装置（１）。
【請求項８】
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　少なくとも二つの部分（１５，１６）の強度分配（２０，２１）が、一つの同一のきわ
めてよい角度（２２）のもと同一の強度を有するよう、ホログラムマスター（２）の分散
特性が形成されていることを特徴とする請求項５から７のいずれか一項に記載の装置（１
）。
【請求項９】
　少なくとも一つの基礎、プリント層、および透明なカバー層を有するセキュリティ文書
（４４，４４’）を製造する方法であって、ホログラム（４５，４５’，５１）が、セキ
ュリティ要素として少なくとも一つの基礎の上に設けられており、ホログラム（４５，４
５’，５１）が請求項１から４のいずれか一項に記載の方法に従い製造されていることを
特徴とする方法。
【請求項１０】
　ホログラム（４５，４５’，５１）であって、再生入射角度のもと入射する光を、再生
の際に再生射出角度に反射し及び／又は回折する前記ホログラムにおいて、
　ホログラム（４５，４５’，５１）が少なくとも二つの部分（４６，４６’，４６’’
，４６’’’，４７，４７’）を有し、これら部分が、再生入射角度の周りの異なる大き
さの角度領域から入射する光を、対応した、再生射出角度の周りの異なる大きさの角度領
域に反射し及び／又は回折し、
　少なくとも二つの部分（４６，４６’，４６’’，４６’’’，４７，４７’）の少な
くとも部分にわたって延在する識別パターンが形成されており、
　少なくとも二つの部分（４６，４６’，４６’’，４６’’’，４７，４７’）が、最
適再生形状のもと異なる明るさで知覚され、
　一つのきわめてよい再生形状が存在し、その再生形状のもと、少なくとも二つの部分（
４６，４６’，４６’’，４６’’’，４７，４７’）のうち識別情報が延在していない
部分が同じ明るさで知覚され、および識別パターンがきわめてよい再生形状のもと良好に
知覚可能であることを特徴とする前記ホログラム（４５，４５’，５１）。
【請求項１１】
　請求項１０に記載のホログラム（４５，４５’，５１）を有するセキュリティ文書（４
４，４４’）。
【請求項１２】
請求項１０に記載のホログラム（５１）又は請求項１１に記載のセキュリティ文書（５２
）のための確認装置（５０）であって、ホログラム（４５，４５’，５１）の再生を検出
するための少なくとも一つの光源（５３）と検出ユニット（５４）を有する前記確認装置
（５０）において、
再生されたホログラムを局部的に解像して検出するための検出ユニット（５４）が形成さ
れ、および少なくとも二つの部分（４６，４６’，４６’’，４６’’’，４７，４７’
）の分散特性の角度領域に適合された少なくとも二つの所定の再生形状のもと、ホログラ
ムを検出可能であり、および評価ユニット（５６）が、検出された再生の相違に基づいて
確認の決定を行いかつ出力ユニット（６１）が確認の決定を出力するために設けられてい
ること、
　評価ユニット（５６）が、少なくとも二つの部分（４６，４６’，４６’’，４６’’
’，４７，４７’）のコントラスト反転を、少なくとも二つの再生形状のもと記録された
再生のもとで、確認基準として評価すること、その際、ホログラムの追加的な再生が、一
つのきわめてよい再生形状のもと検出可能で、この再生形状のもと、再生の中の少なくと
も二つの部分（４６，４６’，４６’’，４６’’’，４７，４７’）が同じ明るさまた
は同じ強度として知覚され、両部分（４６，４６’，４６’’，４６’’’，４７，４７
’）の少なくとも部分にわたって延在する識別パターンが検出され、およびホログラム（
４５，４５’，５１）またはセキュリティ文書（４４，４４’）の追加的な特徴を検出す
るために評価ユニットに別の検出ユニット（５４）が連結されており、および識別パター
ンを追加的な特徴と比較するために評価ユニット（５６）が形成されているよう確認装置
が形成されていることを特徴とする前記確認装置（５０）。
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【請求項１３】
　請求項１０に記載のホログラム（４５，４５’，５１）又は請求項１１に記載のセキュ
リティ文書（５２）の真正を確認する（５０）ための方法であって、以下のステップ、す
なわち：ホログラム（４５，４５’，５１）の再生を、少なくとも二つの部分（４６，４
６’，４６’’，４６’’’，４７，４７’）の分散特性の角度領域に適合された少なく
とも二つの所定の再生形状のもと検出し、および検出された再生の相違を評価しおよび相
違を所定の相違と比較し、比較結果に基づいて確認の決定を行いおよび確認の決定を出力
するステップを有し、その際、評価ユニットが、少なくとも二つの再生形状のもと記録さ
れた再生の中の少なくとも二つの部分（４６，４６’，４６’’，４６’’’，４７，４
７’）のコントラスト反転を、所定の相違として評価し、および追加的に、再生がひとつ
のきわめてよい形状のもと検出され、その形状のもとで、少なくとも二つの部分の強度分
配（２０，２１）が一つの同一の強度を有し、および、両方の部分（４６，４６’，４６
’’，４６’’’，４７，４７’）の少なくとも部分にわたって延在する識別パターンが
検出され、および、ホログラム（４５，４５’，５１）またはセキュリティ文書（４４，
４４’）の追加的な特徴が検出され、および検出された識別パターンが評価ユニット（５
６）によって追加的な特徴と比較されることを特徴とする前記方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
　【０００１】
　本発明は、特にセキュリティ文書のためのセキュリティ要素としてのホログラムを作成
する方法および装置、ならびにセキュリティ要素としてのそのようなホログラムを有する
セキュリティ文書を製造する方法に関する。さらに本発明は、そのようなホログラムなら
びにホログラムおよびセキュリティ要素としてのホログラムを有するセキュリティ文書の
確認のための方法および装置に関する。
【背景技術】
　【０００２】
　権限なきコピーおよびまたは偽造から保護されるべきすべての文書が、セキュリティ文
書としてみなされる。よってセキュリティ文書には、すべての方式の身分証明、例えばパ
スポート、身分証明書、アイデンティティカード、免許証などと、有価文書（Ｗｅｒｔｄ
ｏｋｕｍｅｎｔ）、さらには例えば薬の例えば包装なども含まれる。
　【０００３】
　セキュリティ要素は、セキュリティ文書の真正チェックを可能とするために使用される
。ホログラムは、セキュリティ要素の一つの方式を意味している。セキュリティ要素内に
はしばしば、識別を行うデータもまた含まれる。アイデンティティ文書のための案全要素
、またはアイデンティティ文書のセキュリティ要素において、これらデータは例えば通し
番号、証明番号、バイオメトリクスデータ、写真（パスポート写真）等を含む。これらは
、（暗号化されていない）原文若しくはシンボルデザイン（Ｂｉｌｄｆｏｒｍ）で、又は
光学的に符号化されて若しくはコンピュータで読み取り可能に、設けられることが可能で
ある。
　【０００４】
　個々の体積ホログラムの作成の際の基本的な処置は、例えば特許文献１に記載される。
この特徴は以下に簡単に記載される。まず、ホログラムマスターがマスターホログラムに
よって作成される。その後、ホログラムマスターが、ホログラフィック記録材料の後方に
置かれる。例えばレーザーから成るコヒーレント光は、典型的には、定義された波長と定
義された入射角度で、ホログラムマスターによって再生すべきホログラフィックサンプル
に応じて、ホログラムマスターと反対を向いた側の、ホログラフィック記録材料面に放射
される。それはホログラフィック記録材料を貫通し、ホログラムマスターによって回折さ
れるかまたは反射され、これによって、入射する光との干渉によってホログラムが作成さ
れ、かつホログラムがホログラフィック記録材料内で結像され、光化学過程または光物理
過程によってホログラフィック記録材料内に記録される。その際、ホログラムマスターは
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複数波長に感応し、これらを適切に回折するよう設計されることが可能である。ホログラ
ムを作成するために、他の装置もまた使用可能である。　
　【０００５】
　ホログラムを識別するために、コヒーレント光が、空間光変調器によって変調されるこ
とがある。これによってホログラムに識別パターンが刻印される。実践から、空間光変調
器とともに作動する液晶表示装置（ＬＣＤ）のタイプのデジタルプロジェクターが公知で
ある。機能方式は、例えばスライドの投影に相当し、その際空間光変調器がスライドの代
わりに入る。
　【０００６】
　実践ではさらに、ＤＭＤ（デジタル・マイクロ・ミラー・デバイス）を空間光変調器と
して有するデジタルプロジェクターが公知である。特許文献２からは、対象に印をつける
ためのデジタルマイクロミラーデバイス（ＤＭＤ）の形式の空間光変調器の使用が公知で
ある。
　【０００７】
　特許文献１に記載される方法においては、識別パターンのためのホログラムマスターと
して、マスターホログラムとも称される焦点ガラス（Ｍａｔｔｓｃｈｅｉｂｅ）のホログ
ラムが使用される。このホログラムは、再生の際、すなわちマスターホログラムのコンタ
クトコピーの際に、発生する光を、感光射出角度下の正確な一方向にのみならず、感光射
出角度近傍の角度領域に回折しまたは反射するという特徴を有している。前記コンタクト
コピーにおいては、（感光入射角度とも称される）参照角度のもとで照射が行われる。焦
点ガラスと、これによって作成されたマスターホログラムは、入射する光が分散する角度
領域の大きさによってきわめてよい分散特性を有している。そのような「焦点ガラス」マ
スターホログラムによって上述したコンタクトコピー方法に従い作成されるホログラムは
同様に、最適再生形状からのばらつきに対して「寛容」であるという特性を有している。
ホログラフィック記録材料の典型的な層の厚さがおよそ１０μｍであるという点に注意を
払うと、そのようなホログラムは、特に、粗い基礎、例えばすかしを有する紙の基礎上で
の使用のために適している、という結果となる。というのは、すかしの領域の紙は、他の
領域中においてよりも高い粗さを有しているからである。これは紙に透かしを製造するプ
ロセスに原因を有する。
　【０００８】
　すかしは、パルプを水からすくうフィルター内に存在する構造によって作成される。フ
ィルターが盛り上がった箇所では、フィルターがくぼみを有する箇所よりも少ない繊維が
集められる。そこではより多くの繊維が集められる。より少ない繊維が存在する箇所では
、より多くの繊維が集められた箇所においてよりも、紙が透き通っている。透過光のもと
ですかしは、専門外の者にとっても技術的補助手段なしに良好に認識可能である。現代の
ペ－パーミル（Ｐａｐｉｅｒｍｕｅｈｌｅｎ）は、異なるグレートーンのパターン、文字
および他の図による表現を描くことができる状態にある。
　【０００９】
　パスポートや、ソフトウェアの包装または真正証明書のような現代のセキュリティ文書
は、今日、セキュリティ要素としてすでにホログラムを有している。パスポートや身分証
明証はその上さらに、パスポート写真を表す識別パターンによって識別されるホログラム
をしばしば有している。ホログラム、特に識別ホログラムの作成に必要な技術デバイスの
普及が進むにつれ、文書を偽造する者が容易にホログラムを模倣することができまたは作
成することができることが心配される。よって、偽造するものにとって作成する労力が高
いホログラムが必要であり、その際高い労力は、少なくとも追加的かつ、簡単に確認でき
るホログラムの特徴を結果としてもたらすべきである。
　【先行技術文献】
　【特許文献】
　【００１０】
　　【特許文献１】欧州特許出願公開第０　８９６　２６０　Ａ２号明細書
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　　【特許文献２】独国特許出願公開第２００５　０５４　３９６　Ａ１号明細書
　【発明の概要】
　【発明が解決しようとする課題】
　【００１１】
　したがって本発明の技術的課題は、ホログラムおよびそのようなホログラムとセキュリ
ティ文書自体を作成するための装置および作成方法、並びにセキュリティ要素としてホロ
グラムを有するセキュリティ文書を作成するための方法を完成することであり、これら方
法および装置においてホログラムは、偽造を作成するものによっては、公知のホログラム
に対してより困難に作成可能であり、それにもかかわらず許容し得る確認が可能であり、
ホログラム、特に識別ホログラムの大量生産もまた可能である。さらに本発明の課題は、
そのような改良されたホログラムまたはそのようなホログラムを有するセキュリティ文書
をその真正に関して簡単にチェックすることができる確認のための方法および装置を完成
させることである。
　【００１２】
　以下に定義を記載する。
　【００１３】
　セキュリティ要素とは、構造上のユニットであって、少なくとも一つのセキュリティ特
徴を有するものである。セキュリティ要素は、一つの独立した構造上のユニットであり得
るし、このユニットは、有価文書でもあり得るセキュリティ文書と結び付けられる、つま
り例えば張り合わされることが可能である。しかし、これはまた、セキュリティ文書の統
合された構成要素でもあり得る。前者の例は、セキュリティ文書上に張り合わせることが
可能なビザである。後者の例は、紙幣または証明証に統合、例えば層状に重ねられたホロ
グラムである。
　【００１４】
　セキュリティ特徴とは、権限を与えられずには、高い労力をもってしてのみ作成可能又
は再現可能である構造、または全く作成不可能または再現不可能な構造をいう。
　【００１５】
　一つのパターンは、典型的には、互いに相並んで配置される複数のパターンユニットま
たはピクセルから生じる。あるパターンのパターンユニットまたはピクセルは、互いに順
序よくならべられ、かつ典型的には一次元または二次元に定められた様式で横に互いに配
置され、全体観察では、一つの描写、例えばピクチャー、シンボル、ロゴ、文字列（Ｓｃ
ｈｒｉｆｔｚｕｇ）（アルファベット、数字、これらの併用）またはコード（バーコード
）を生じる。とは、識別のために使用されるパターンをいう。
　【００１６】
　セキュリティ文書としては単に例のみが挙げられる：身分証明証、パスポート、ＩＤカ
ード、入室コントロール証明証、ビザ、税金標示（Ｓｔｅｕｅｒｚｅｉｃｈｅｎ）、チケ
ット、運転免許証、車検証（Ｋｒａｆｔｆａｈｒｚｅｕｇｐａｐｉｅｒｅ）、銀行券（Ｂ
ａｎｋｎｏｔｅ）のような有価文書、小切手、郵便切手、クレジットカード、任意のＩＣ
カードおよび（例えば製品保証のための）ラベル。このようなセキュリティ文書は、典型
的には、基礎、プリント層およびオプションとして透明なカバー層を有する。基礎とは、
この上に、情報、写真およびパターンなどを有するプリント層がもたらされるキャリア構
造をいう。基礎の材質としては、紙のベース及び／又はプラスチックのベースとして当領
域で通常用いられるすべての原材料が問題となる。基礎はまた、この上にホログラムをセ
キュリティ要素としてもたらすまたは設けることが可能である。
　【００１７】
　空間光変調器（Ｓｐａｔｉａｌ　Ｌｉｇｈｔ　Ｍｏｄｕｌａｔｏｒ：　ＳＬＭ）は、変
調された強度によって、多くの場合平坦な対象の、二次元の位置解像的な感光または照射
を可能とする。ここでは例えば、ＤＭＤ（デジタルマイクロミラーデバイス）チップ、Ｌ
ＣＤ（液晶）透過ディスプレイ（Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎｄｉｓｐｌａｙ）、またはＬ
ＣｏＳ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　ｏｎ　Ｓｉｌｉｃｏｎ）ディスプレイが問題と
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なる。すべてに共通するのは、多くがＳＬＭピクセルより形成されることであって、その
際各ＳＬＭピクセルは、他のＳＬＭピクセルに依存することなく活性化または非活性化可
能であり（また中間段階も可能であり）、このため、適切なＳＬＭピクセルの駆動によっ
てパターン自体またはピクチャー自体が投影可能である。自在な駆動可能性によって、容
易に異なるピクチャーまたはパターンを時間的に連続して続けて、例えばパスポート写真
の形態で生成可能である。
　【００１８】
　コードまたはパターンは、それが、多数の全数量の人または対象において、一人の人若
しくは一個の対象または一群の人若しくは対象について独特であるとき識別される。一国
の住民の全数量の内の一群の人を識別するコードは、例えば居住地の都市である。一人の
人を識別するコードは、例えば身分証明証の番号であり、またはポスポート写真である。
全数量の紙幣の内の一群の紙幣を識別するコードは、価値である。一つの紙幣に対してシ
リアルナンバーは識別力がある。例えば識別しないコードまたはパターンは、紋章、印章
、国章などである。
　【００１９】
　ホログラフィック記録材料は、写真感光材料から成る層であり、この層内でホログラフ
ィーが、不可逆的なまたは可逆的な、光化学及び／又は光物理過程によって、感光中に記
録される。単に例として、ホログラフィー中でしばしば使用されるフォトポリマーが挙げ
られる。
　【００２０】
　再生形状の概念は、一般的に、ホログラムの再生のために使用される形状と解される。
これは照射のために使われる光の入射角度と、ホログラムが観察される射出角度によって
特徴づけられる。両角度は、再生形状を変化させるために互いに独立して変更することが
できる。最適再生形状とは、ホログラムが最適に再生される形状をいう。
　【００２１】
　感光射出角度とは、マスターホログラムをコンタクトコピー過程の際に、これを最適に
再生するために、感光させる角度をいう。再生を最適に観察する角度は、感光射出角度と
称される。単語の構成要素「感光」は、コンタクトコピー過程の際に作成されるホログラ
ムの感光中に再生が行われることを意味する。このように完成されたホログラムにおいて
は、ホログラムが再生のために最適に照射された角度が、再生入射角度として称され、ホ
ログラムが最適に観察されることが可能な角度は、対応して再生射出角度として称される
。感光が再生入射角度で行われ、観察が再生射出角度で行われる再生形状は、それゆえ最
適再生形状である。再生の際に使用される入射角度と射出角度は、しかしながら最適再生
形状を特徴づけず、ここでは再生入射角度または再生射出角度と称されない。
　【課題を解決するための手段】
　【００２２】
　本発明の特徴および有利な実施形を記載する。
　【００２３】
　技術的課題の解決のために、ホログラムを作成する方法であって、以下のステップ、す
なわち：ホログラムマスターを準備し；ホログラフィック記録材料をホログラムマスター
の前に配置し；コヒーレント光を発生させ、ホログラフィック記録材料にコヒーレント光
を透過させる結果、光の一部が、コヒーレント光の拡散方向においてホログラフィック記
録材料の後方に配置されたホログラムマスターにおいてホログラフィック記録材料内へも
どって反射されるか又は回折され、ホログラフィック記録材料を透過したコヒーレント光
と干渉を起こし、かつそのように記録材料内のホログラムを感光するステップを有する方
法が提案され、その際ホログラムマスターが、異なる分散特性の少なくとも二つの部分に
よって準備され及び／又は作成され、これら部分がそれぞれ、同じ感光入射角度で入射す
る単色のコヒーレント光を、それらの分散特性に応じて、同一の感光射出角度の周りの異
なる大きさに制限された角度領域に反射し及び／又は回折する。ホログラムマスターの両
部分のこれら分散特性は、作成されたホログラムに伝えられる。よってホログラムは少な
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くとも二つの部分を有し、これら二つの部分は、その角度依存性または角度公差に関し最
適再生と互いに異なるが、しかしながら同一の再生形状のもと最適に（最適再生形状のも
と）再生可能である。そのようなホログラムを作成する装置は、ホログラフィック記録材
料にコヒーレント光を透過させるために、ホログラムマスター、ホログラフィック記録材
料のための収容部及び／又はガイド、コヒーレント光を発する光源、並びにコヒーレント
光を案内するための結像光学系を備える結果、コヒーレント光の少なくとも一部が、ホロ
グラムマスターで回折され及び／又は反射され、ホログラフィック記録材料を透過するコ
ヒーレント光とホログラフィック記録材料内で干渉し、その際、ホログラムマスターは異
なる分散特性の少なくとも二つの部分を有し、これら部分がそれぞれ、同じ感光入射角度
のもと入射するコヒーレント光を、それらの分散特性に応じて、同一の感光射出角度の周
りの異なる大きさに制限された角度領域に反射し及び／又は回折する。これは、すかしの
ような構造を有するホログラムを生じ、このホログラムは、再生の際に、再生入射角度で
入射する光のもと、再生射出角度に反射し及び／又は回折し、その際ホログラムは少なく
とも二つの部分を有し、これら部分は、再生入射角度付近の異なる大きさの角度領域から
入射する光を、相応して、再生射出角度付近の異なる大きさの角度領域へ反射する。発明
に係るセキュリティ文書は、発明に係るホログラムを有している。これはホログラムを作
成するステップを有し、ホログラムを基礎上に設けるまたはもたらす、つまりホログラム
をセキュリティ文書中に統合するステップを追加的に有する方法によって作成される。高
い波長感度が保持されているにも関わらず、生じるホログラムに対して異なる再生形状が
存在し、これら再生形状は異なる結果を生じる。したがって確認は以下のステップ：すな
わち、少なくとも二つの部分の分散特性の角度領域に適合された、少なくとも二つの予め
定められた再生形状のもとホログラムの再生を検出し、そして検出した再生の相違を評価
しかつ相違を所定の相違と比較し、比較結果に基づいて確認の決定を行いおよび確認の決
定を出力する、というステップを有する方法によって行われる。分散特性の角度領域に適
合するとは、所定の再生形状を定める角度が、二つの部分の異なる分散特性または角度領
域に帰する明らかな違いを再生において示すよう選択されることと解される。そのような
ホログラムを有する安全文書またはそのようなホログラムを自動的に確認する有利な装置
は、したがって、ホログラムが感光される波長の光を発する少なくとも一つの光源と、ホ
ログラムの再生を検出するための検出装置を備えており、その際照射と検出は少なくとも
二つの互いにばらついた所定の再生形状のもと実行可能であって、かつ検出装置は評価ユ
ニットと接続されており、この評価ユニットは再生の相違を所定の期待される相違と比較
し、そして比較結果を出力するための出力装置を備える。最適再生形状のもと両部分の再
生を行う間、少なくとも一つの再生形状が存在し、この再生形状のもと少なくとも二つの
部分の強く分散する一方のみが再生される、すなわち知覚可能である。確認は、しかしな
がら簡単な方法で検査官によって実行され得る。記載した効果は、紙における透かしのよ
うに適切な観察に依存するので、この効果は、すかしのような効果とも称され、そして作
成されたホログラム内で生じる構造は、すかしのような構造とも称される。変更もまた同
様の方法で図ることが可能である、異なる角度のもと複数回照射されるホログラムに対し
て、本発明のホログラムは、はるかに簡単に作成可能である。
　【００２４】
　有利な実施形において、ホログラムマスターは、ホログラムであり、有利には体積ホロ
グラムであって、最も有利には反射体積ホログラムである。
　【００２５】
　一つの波長に対してのみ感応しかつ高い回折効率を達成する単一のマスターホログラム
を利用することができるために、この波長の単色の光でもって照射することもまた有利で
ある。したがって有利な実施形では、光が単色として発生されるかまたは単色化される。
作成装置の有利な実施形においては、光源は単色の光を発生する一つのレーザーを有する
。代替としてモノクロメーターが設けられることもある。当業者には、コヒーレント光を
単色化するための様々な装置が公知である。
　【００２６】
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　他の実施形は、ホログラムマスターが異なる波長、すなわち異なる色の光を反射し及び
／又は回折する。このため様々な波長でもって感光させられたマスターホログラムが使用
されることが可能である。
　【００２７】
　ホログラムマスターがホログラフィック構造でなく、例えば極端な場合「鏡」であって
、これが異なる分散特性の少なくとも二つの部分を有するということもあり得る。このよ
うなホログラムマスターは、直角の照射および観察、いわゆる９０°－９０°再生形状の
ために適切であろう。
　【００２８】
　極めて有利な他のホログラムマスターは、例えば特許文献３に記載のように、反射する
のこぎりの歯状の構造を有し、こののこぎり歯状構造は、少なくとも二つの異なる分散特
性を有する。このようなのこぎり歯状の構造は、多色の感光にとって極めて適当である。
　【００２９】
　偽造安全性を高め、そして、ある固体または所定の製品などに対する作成されたホログ
ラムの付随性のチェック可能性を実現するために、有利な実施形では、コヒーレント光が
ホログラフィック記録材料の透過の前に局所的に識別パターンに従い変調されることが意
図されている。よって、識別されたホログラムが生じる。光の変調は、空間光変調器によ
って行われる。空間光変調器としては、特にエルコス（リキッドクリスタルオンシリコン
、ＬＣｏＳ）、ＤＭＳｓおよびＬＣＤディスプレイが問題となる。識別パターンは好まし
くは、少なくとも部分的には、少なくとも二つの部分にわたって延在しているよう選択さ
れる。それゆえ、識別パターンによって与えられるセキュリティ特徴は、本発明によるホ
ログラムのすかしのような効果とリンクされる。したがってこれら組み合わされた安全特
徴の偽造は明らかに困難になる。
　【００３０】
　マスターホログラムの部分は、本発明の有利な改良形においては、分散する光の強度分
配が、少なくとも二つの部分の分散特性を定める角度領域にわたって一定で無いように仕
上られている。好ましくは分散強度は、最適再生射出角度に相当する感光射出角度のもと
で最大であり、角度ばらつきが増加するともにここから常に減少する。ホログラムマスタ
ーのこの特性は作成されるホログラムへと伝達されるので、観察者はこの方法によって簡
単に、ホログラムを最適再生形状のもとで観察しているか確認することが可能である。再
生された少なくとも二つの部分が最高の明るさを有するとき、最適再生形状が保持される
。再生形状の変化が少なくとも二つの部分の一方での強度減少（輝度減少）へと通じると
き、これは、最適再生形状がもはや満足されていないことを知らせる。
　【００３１】
　好ましくは、少なくとも二つの部分の分散特性は、著しく異なって選択される。第一の
部分は、例えばホログラフィックなミラーを意味し、このミラーが光を、最適感光射出角
度の周りの（または（完成したホログラムにおける）再生射出角度の周りの）極めて小さ
な角度領域へと分散させる。少なくとも第二の部分は比較的強い分散を有する。すなわち
分散強度分配は、好ましくは、それぞれ付随する角度領域の分散強度が、感光射出角度（
（完成したホログラムにおける）再生射出角度）からの最大ばらつきの際におけるゼロか
ら、最大強度まで、常に増加し、かつ少なくとも二つの異なる部分の最大強度が、付随す
る角度領域の大きさに応じて異なるよう選択されている。好ましくは、それら部分が分散
する角度領域が大きいほど、感光射出角度（（完成したホログラムにおける）最適再生射
出角度）のもと最大分散強度は減少する。このような振る舞いは、例えば、対応する角度
領域にわたって組み入れられた分散強度が、少なくとも二つの部分内で同じであるとき生
じる。生じるホログラムは、再生の際に、最適再生形状からのばらつきに応じて、両部分
のコントラスト反転を有する。最適再生形状からのばらつきが大きい場合、少なくとも二
つの部分の強く分散する部分のみが「弱く」再生される。最適再生形状にわずかに近づけ
ると、少なくとも二つの部分の強く分散する部分の再生の輝度は増加する。少なくとも二
つの部分の弱く分散する部分は未だ見ることができない。最適再生形状にさらに近づける
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と、強く分散する部分の再生の輝度はさらに増加し、そして弱く分散する部分の再生が始
まる。しかしながらまず、強く分散される部分の輝度は、弱く分散される部分の輝度より
も高い。更に最適再生形状に近づけると、きわめてよい形状上の位置が達成され、この位
置において弱く分散する部分の輝度は、強く分散する部分の輝度に達する。このきわめて
良い位置において、両部分は同じ明るさで知覚可能であり、観察する者にとっては一つに
統合された部分のように知覚可能である。最適再生形状においては、この形状における強
く分散する部分の輝度は同様に最大であるにもかかわらず、最後には弱く分散する部分が
より明るいものとして知覚される。それにもかかわらず、きわめてよい再生形状を「越え
る」際に、少なくとも二つの部分の強く分散する部分と弱く分散する部分の間で、コント
ラストの変化が行われる。強く分散する部分は、きわめてよい再生形状においてより大き
なばらつきの際に、弱く分散する部分より明るい。反対に弱く分散する部分は、きわめて
よい再生形状においてより小さなばらつきの際に、強く分散する部分より明るい。
　【００３２】
　したがって、識別パターンは、少なくとも二つの部分の分散強度が同じであるきわめて
よい再生形状のもとのみで観察可能である。
　【００３３】
　有利な実施形において、少なくとも二つの部分を有するホログラムマスターの提案され
た形態があり、この形態では、ホログラムマスターの準備が、以下のステップ、すなわち
、　キャリアを準備し、異なる表面粗さの少なくとも二つの部分を作成するので、キャリ
アが、光を透過させる際、これを少なくとも二つの異なる部分内で異なって分散し、少な
くとも二つの部分を有するキャリアの結像を透過ホログラム内に行い、透過ホログラムを
再生し、および再生イメージの感光がホログラムマスターである体積反射ホログラム内で
形成される、というステップを有するマスターホログラムの作成を含んでいる。
　【００３４】
　キャリアの表面粗さは、例えば好ましくは透明な一つのラッカーまたは好ましくは透明
の複数のラッカーを塗布することによって達成される。これら複数のラッカーは異なる粗
さを有している。これによってこれら部分は、その形状形態において、つまりその形に関
して、簡単に形成することが可能である。ラッカーは好ましくは印刷によって塗布される
。これは、例えばスクリーン印刷（シルクスクリーン印刷）、凸版印刷（書籍の印刷、レ
ターセット）、凹版印刷（ハーフトーングラビア、銅版画凹版印刷）、平板印刷（オフセ
ット、ウェットオフセット、ドライオフセット）、デジタル印刷（インクジェット）によ
って行われる。領域ごとに異なる粗さは、例えば印刷の際に空白を残すことによっても可
能である。
　【００３５】
　代替として、打ち抜き部分や空白部分を有する、分散性のプラスチックフィルム（Ｆｏ
ｉｌｅ）が使用されることが可能である。これはキャリアの上にもたらされる。空白部分
や打ち抜き部分の代わりに、例えば滑らかな面を有するホットスタンピング（Ｈｅｉｓｓ
ｐｒａｅｇｅｎ）によって、スタンプの所の粗さを減少させるというも可能である。
　【００３６】
　ホログラムのこのような作成の際に最適再生形状は、マスターホログラムに対してと、
これを越えて作成すべきまたは作成されたホログラムに対して定められることが可能であ
る。好ましくは、透過ホログラム内へと、体積反射ホログラムとして形成されたマスター
ホログラム内への結像は、感光入射角度が、２５°から７５°の間の領域、好ましくは４
０°から５０°の領域にあり、最も好ましくは、４５°であって、かつ感光射出角度が、
８０°から１３５°の間の領域、好ましくは８０°から１００°の間にあり、最も好まし
くは９０°であるよう行われる。その際、角度はホログラム表面に対して計測されている
。
　【００３７】
　例えば、上述したのこぎりの歯状の構造がホログラムマスターとして使用される場合、
のこぎりの歯部分の異なる分散特性は、異なる粗さの一または複数のラッカーの塗布によ
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っても達成可能である。
　【００３８】
　粗い基礎を有するセキュリティ文書内においてホログラムを使用することも、しばしば
望まれている。異なる分散特性の少なくとも二つの部分を有するホログラムが、粗い基礎
の上で使用される場合、弱く分散する領域の分散特性は、好ましくは少なくとも、ホログ
ラムが最適再生形状のもと完全に再生される程度大きい。それゆえ、有利な実施形に従い
、ホログラムが設けられるある粗さの基礎を有するセキュリティ文書は製造され、このセ
キュリティ文書においては、ホログラムは、ホログラムマスターが準備されるので、少な
くとも二つの部分の弱く分散する部分が、基礎の粗さに適合されるので、付随する角度領
域は、最適再生形状のもとで基礎上に設けられ作成されるホログラムの再生をする際に全
体のホログラムが再生される程度に少なくとも大きいというように作成される。これは、
弱く分散する部分の角度領域が、基礎の粗さの補償のために必要な分散特性の角度領域よ
りも大きいことを意味する。ホログラフィックなミラーとして形成された部分と、再生入
射角度のもと現れる光が、再生射出角度にのみ回折されまたは反射されるとき、粗い基礎
の上にもたらされるとき、この部分の再生の振る舞いは、基礎の粗さに基づいて変化し、
これがホログラムに局部的に影響を与える。この部分においては、ホログラムはいくつか
の箇所においてのみ再生をし、他の箇所ではこれとは逆にしない。基礎の粗さに基づいた
ホログラムの局部的な「変形」によって、光は、いくつかの箇所でのみ再生入射角度で現
れる。その他の箇所では、光はばらついた角度のもと現われるので、再生は行われない。
この部分の基礎の粗さが大きいほど、大きな面積分が再生射出角度のもとでの観察の際に
、「再生」しない。ホログラムの一つの部分の分散特性は、再生射出角度のもとでの観察
の際に、光でもって再生入射角度で照射されると、基礎の上のもたらされるホログラムが
粗さに基づく「変形」にもかかわらず完全に再生するとき、基礎の粗さに適合していると
見做される。統一された分散特性の同種のホログラムが、統一された粗さの基礎の上に設
けられ、分散特性が粗さに最適に適合されているとき、最適再生形状からの再生形状のば
らつきにおいて、このばらつきへの強度依存性が観察されないか、または、なめらかな基
礎上のホログラムを使用する際よりも極々きわめて弱くのみ観察される。しかしながら、
ホログラムの一つの部分の分散特性が、その付随する角度領域が、（理想的なミラーとし
て形成されたホログラムにおける）基礎の粗さの補償のために必要な角度領域よりも大き
いよう仕上られているとき、最適再生形状からのばらつきの際に強度依存性が新たに観察
することができる。
　【００３９】
　セキュリティ文書を、異なる粗さの領域を有する基礎を有して製造し、かつホログラム
を設け、このセキュリティ文書において、ホログラムが、少なくとも二つの部分が、その
形状的な形態に関して、基礎中の異なる粗さの少なくとも二つの領域に適合されているよ
う作成されていると、とくに有利であるとして証明される。少なくとも一つのすかしを有
する、紙ベースの一つの基礎を有するセキュリティ文書が製造される場合、少なくとも一
つのすかしの領域の基礎の粗さは、他の領域中よりも大きい。よって好ましくは、ホログ
ラムマスターの少なくとも二つの部分は、少なくとも二つの部分の強く分散する部分が、
大きな粗さの領域、例えば少なくとも一つのすかしの領域に形状的に適合されて形成され
るかまたはされているので、ホログラムが基礎上に設けられることが可能であるので、強
く分散する部分が大きな粗さの領域（少なくとも一つのすかしの領域）をカバーし、好ま
しくは等しくカバーし、かつ強く分散する部分の分散特性が、大きな粗さの領域（すかし
の領域）の基礎によって引き起こされるものより大きな角度領域に分散するよう選択され
かつ形成されている。このような場合、最適再生エネルギーからのばらつきに依存した強
度変化が、すかしの領域においても観察可能である。少なくとも二つの部分の残りは、少
なくとも二つの部分の強く分散する部分よりも弱く分散する。
　【００４０】
　有利な実施形においては、ホログラムまたはホログラムマスターの弱く分散する部分は
、大きな粗さの領域（すくなくとも一つのすかしの領域）の基礎の粗さに適合された分散
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特性を有しているか、またはさらに有利には、低い粗さの領域（少なくとも一つのすかし
の外の領域）の基礎の粗さに合わされた粗さを有している。このように作成されたホログ
ラムにおいても、最適再生形状へ近づく際にはコントラストの反転が観察される。基礎の
低い粗さの領域にわたって設けられた弱く分散する領域は、最適再生形状に対して、基礎
の強く分散する領域にわたって（ずかしにわたって）設けられたホログラムの強く分散す
る部分より著しく近似する際のみ観察可能である。この強く分散する部分は、したがって
より大きな角度領域で観察可能であり、そして大きなばらつきの際にもっぱら、または、
ホログラムの弱く分散する部分より明るく知覚される。最適再生形状のもとでの観察の際
には、反対に、小さな角度部分にわたってのみ再生を行う弱く分散する部分が再度より明
るいものとして知覚される。
　【００４１】
　したがって確認のために、ホログラムまたはセキュリティ文書が、異なる再生形状のも
と再生され、かつ評価ユニットが形成され、この評価ユニットがコントラスト反転を確認
の特徴として検出することが意図されている。ある可能な実施形では、ホログラムがこと
なる照射角度のもとで照射され、そして再生射出角度のもとで観察される。一つの実施形
では、確認装置が複数の光源を有している。同様に、ホログラムが再生入射角度で照射さ
れ、そして再生が異なる角度のもとで検出装置によって検出される。
　【００４２】
　複数の光源は、好ましくは白色ＬＥＤとして形成され、このＬＥＤは、特にホログラム
が記録された波長の光を発生または放出する。代替として、まさにこの波長の光を発生す
るＬＥＤが使用可能である。
　【００４３】
　他の実施形態では、少なくとも一つの光源が旋回可能に配置されるので、照射角度が変
更可能である。
　【００４４】
　同様に、少なくとも一つの光源の光を制御し異なる照射角度のもとホログラムに向ける
ことができるレンズを設けることも可能である。
　【００４５】
　識別パターンを完全に検出することができるように、ホログラムがきわめてよい再生形
状のもと検出可能であるよう確認装置は設けられ、この再生形状において、少なくとも二
つの領域の再生は、一つのほぼ同じ輝度を有する、つまり分散強度がほぼ同じである。　
　【００４６】
ホログラムをできる限り偽造から安全にセキュリティ文書に組み込むために、ホログラム
は好ましくは作成され、基礎の上に配置されまたは設けられ、そして場合によっては別の
層とともに文書本体に層状に重ねられる。
　【００４７】
　ホログラムの感光は、可視光またはＵＶスペクトル領域若しくはＩＲスペクトル領域の
光で行うことができることを補足する。感光は同様に、異なる波長の光、つまり多色の光
によっても行うことができる。ホログラムの識別が行われる場合、異なる波長に対して異
なる識別パターンが使用されることができる。
　【００４８】
　有利な実施形では、異なる分散特性の二つより多い部分が設けられる。例えば、弱く分
散する部分が、強く分散する部分を取り囲み、この強く分散する部分が再度非常に弱く分
散する部分を取り囲むということが可能である。
　【００４９】
　換言すると、本発明は以下の項目に従い要約される。すなわち：
項目１　ホログラムを作成する方法であって、以下のステップ、すなわち：
ホログラムマスターを準備し、
ホログラフィック記録材料をホログラムマスターの前に配置し、
コヒーレント光を発生させ、ホログラフィック記録材料にコヒーレント光を透過させる結
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果、光の一部が、コヒーレント光の拡散方向においてホログラフィック記録材料の後方に
配置されたホログラムマスターにおいてホログラフィック記録材料内へもどって反射され
るか又は回折され、ホログラフィック記録材料を透過したコヒーレント光と干渉を起こし
、かつそのように記録材料内のホログラムを感光するステップを有する方法において、
　ホログラムマスターが、異なる分散特性の少なくとも二つの部分によって準備され及び
／又は作成され、これら部分がそれぞれ、同じ感光入射角度で入射するコヒーレント光を
、それらの分散特性に応じて、同一の感光射出角度の周りの異なる大きさに制限された角
度領域に反射し及び／又は回折することを特徴とする方法。
項目２　コヒーレント光がホログラフィック記録材料を透過する前に、識別パターンに従
い局部的に変調されることを特徴とする項目１に記載の方法。
項目３　コヒーレント光が単色として発生されるか、または単色化されることを特徴とす
る項目１または２に記載の方法。
項目４．コヒーレント光が、複数の異なる波長を有して時間をずらしてまたは時間的に同
時に発生されることを特徴とする項目１または２に記載の方法。
項目５　分散された光の強度分配が、少なくとも二つの部分の分散特性を定める角度領域
にわたって一定でないよう、ホログラムマスターが準備されていることを特徴とする項目
１から４のいずれか一項目に記載の方法。　
項目６　個々の角度領域の強度分配が、それぞれ最大値を感光射出角度において有するこ
とを特徴とする項目１から５のいずれか一項目に記載の方法。
項目７　それぞれ付随する角度領域の分散強度が、感光射出角度からの最大ばらつきの際
におけるゼロから、感光射出角度の際における最大強度まで、常に増加し、かつ少なくと
も二つの異なる部分の最大強度が、付随する角度領域の大きさに応じて異なることを特徴
とする項目１から６のいずれか一項目に記載の方法。
項目８　少なくとも二つの部分の強度分配が、一つの（同一の）きわめてよい角度のもと
同一の強度を有するよう、ホログラムマスターの分散特性が選択されていることを特徴と
する項目１から７のいずれか一項目に記載の方法。
項目９　ホログラムマスターの準備が、以下のステップ、すなわち、
　キャリアを準備し、
　異なる表面粗さの少なくとも二つの部分を作成するので、キャリアが、光を透過させる
際、これを少なくとも二つの異なる部分内で異なって分散し、
　少なくとも二つの部分を有するキャリアの結像を透過ホログラム内に行い、
　透過ホログラムを再生し、および再生イメージの感光をマスターホログラム内に行うの
で、これが体積反射ホログラムとして形成される、というステップを有するマスターホロ
グラムの作成を含んでいることを特徴とする項目１から８のいずれか一項目に記載の方法
。
項目１０　異なる表面粗さの少なくとも二つの部分が、一または複数の透明なラッカーを
塗布することによって形成されていることを特徴とする項目９に記載の方法。
項目１１　感光入射が、２５°から７５°の間の領域、好ましくは４０°から５０°の領
域にあり、最も好ましくは、４５°であって、感光射出角度が、８０°から１３５°の領
域、好ましくは８０°から１００°の間にあり、最も好ましくは９０°であることを特徴
とする項目１から１０に記載の方法。
項目１２　少なくとも二つの部分の間に、移行部分が配置されており、その分散特性が、
少なくとも二つの部分の間の位置に応じて、少なくとも二つの部分の一方の分散特性から
、少なくとも二つの部分の他方の分散特性に恒常的に移行することを特徴とする項目１か
ら１１のいずれか一項目に記載の方法。
項目１３　セキュリティ文書のセキュリティ特徴としてのホログラムを作成する装置であ
って、ホログラフィック記録材料にコヒーレント光を透過させるために、ホログラムマス
ター、ホログラフィック記録材料のための収容部及び／又はガイド、コヒーレント光を発
する光源、並びにコヒーレント光を案内するための結像光学系を備える結果、コヒーレン
ト光の少なくとも一部が、ホログラムマスターで回折され及び／又は反射され、ホログラ
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フィック記録材料を透過するコヒーレント光とホログラフィック記録材料内で干渉する前
記装置において、
　ホログラムマスターが異なる分散特性の少なくとも二つの部分を有し、これら部分がそ
れぞれ、同じ感光入射角度のもと入射する単色のコヒーレント光を、それらの分散特性に
応じて、同一の感光射出角度の周りの異なる大きさに制限された角度領域に反射し及び／
又は回折することを特徴とする前記装置。
項目１４　コヒーレント光がホログラフィック記録材料を透過する前に局部的に変調可能
であるよう、空間光変調器が配置されていることを特徴とする項目１３に記載の装置。
項目１５　光源が、単色光を発することを特徴とする項目１３または１４に記載の装置。
項目１６　コヒーレント光が単色化されるよう、モノクロメーターが光源に対して相対的
に配置されていることを特徴とする項目１３から１５のいずれか一項目に記載の装置。
項目１７　コヒーレント光が、複数の異なる波長を有して時間をずらしてまたは時間的に
同時に発生されることを特徴とする項目１３または１４に記載の装置
項目１８　ホログラムマスターが形成される点、分散光の強度分配が、少なくとも二つの
部分の分散特性を決める領域にわたって一定でない点に特徴を有する項目１３から１７の
いずれか一項目に記載の装置。
項目１９　個々の角度領域の強度分配が、それぞれ最大値を感光射出角度において有する
ことを特徴とする項目１３から１８のいずれか一項目に記載の装置。
項目２０　それぞれ付随する角度領域の分散強度が、感光射出角度からの最大ばらつきの
際におけるゼロから、感光射出角度の際における最大強度まで、常に増加し、かつ少なく
とも二つの異なる部分の最大強度が、付随する角度領域の大きさに応じて異なることを特
徴とする項目１３から１９のいずれか一項目に記載の装置。
項目２１　少なくとも二つの部分の強度分配が、一つの（同一の）きわめてよい角度のも
と同一の強度を有するよう、ホログラムマスターの分散特性が選択されているよう、ホロ
グラムマスターの分散特性が形成されていることを特徴とする項目１３から２０のいずれ
か一項目に記載の装置。
項目２２　セキュリティ文書を製造する方法であって、ホログラムが、セキュリティ要素
として基礎の上に設けられており、ホログラムが項目１から１３のいずれか一項目に従い
製造されていることを特徴とする方法。
項目２３　少なくとも二つの部分の弱く分散する部分が、基礎の粗さに適合されているの
で、付随する角度領域が少なくとも、基礎上に設けられ作成されたホログラムの再生の際
に最適再生形状のもと全ホログラムが再生される程大きいことを特徴とする項目２２に記
載の方法。
項目２４　基礎が、少なくとも二つの、粗さが異なる領域から準備されており、少なくと
も二つの部分の強く分散する部分が、粗い粗さの領域に形状を合わせられており、完成さ
れたホログラムが基礎の上に設けられる結果、強く分散する領域が粗い粗さの領域をカバ
ーし、好ましくは完全に等しくカバーし、強く分散する部分の分散特性が、粗い粗さの領
域の基礎によって引き起こされるそれより大きな角度領域内で分散するよう、ホログラム
マスターの少なくとも二つの部分が選択されおよび形成されていることを特徴とする項目
２２または２３に記載の方法。
項目２５　弱く分散する部分の分散特性が、完全に感光されたホログラムがもたらされる
各箇所における基礎の粗さの補償のために必要な分散特性の角度領域よりも大きいことを
特徴とする項目２２から２４のいずれか一項目に記載の方法。
項目２６　すかしのような構造を有するホログラムであって、再生入射角度のもと入射す
る光を、再生の際に再生射出角度に反射し及び／又は回折する前記ホログラムにおいて、
　ホログラムが少なくとも二つの部分を有し、これら部分が、再生入射角度の周りの異な
る大きさの角度領域から入射する光を、対応した、再生射出角度の周りの異なる大きさの
角度領域に反射し及び／又は回折することを特徴とする前記ホログラム。
項目２７　好ましくは、少なくとも二つの部分の少なくとも部分にわたって延在する識別
パターンが形成されていることを特徴とする項目２６に記載のホログラム。
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項目２８　ホログラムが、単色に、または異なる波長の光を用いて発生されることを特徴
とする項目２６または２７に記載のホログラム。
項目２９　少なくとも二つの部分が、最適再生形状のもと同じ明るさで知覚されることを
特徴とする項目２６から２８のいずれか一項目に記載のホログラム。
項目３０　一つのきわめてよい再生形状が存在し、その再生形状のもと、少なくとも二つ
の部分が同じ明るさで知覚されることを特徴とする項目２６から２９のいずれか一項目に
記載のホログラム。
項目３１　項目２６から３０に記載のホログラムを有するセキュリティ文書。
項目３２　項目２６から３０のいずれか一項目に記載のホログラム及び／又は項目に記載
のセキュリティ文書のための確認装置であって、ホログラムの再生を検出するための少な
くとも一つの光源と検出ユニットを有する前記確認装置において、
再生されたホログラムを局部的に解像して検出するための検出ユニットが形成され、およ
び少なくとも二つの部分の分散特性の角度領域に適合された少なくとも二つの所定の再生
形状のもと、ホログラムを検出可能であり、および評価ユニットが、検出された再生の相
違に基づいて確認の決定を行いかつ出力ユニットが確認の決定を出力するために設けられ
ていることを特徴とする前記確認装置。
項目３３　確認装置が、一又は複数波長の光であって、当該光に対してホログラムが感光
されている光を発生する複数の光源を追加的に有し、および少なくとも一つの光源および
複数の光源が、ホログラムを異なる角度のもと時間をずらして照明可能であるよう確認装
置が配置されていることを特徴とする項目３２に記載の確認装置。
項目３４　再生形状を変化させることができるよう、少なくとも一つの光源および検出ユ
ニットが互いに相対的に向きを変えることができることを特徴とする項目３２または３３
に記載の確認装置。
項目３５　検出ユニットが、再生を、位置解像的に輝度値または強度値に従って検出可能
であることを特徴とする項目３２から３４のいずれか一項目に記載の確認装置。
項目３６　評価ユニットが、少なくとも二つの部分のコントラスト反転を、少なくとも二
つの再生形状のもと記録された再生のもとで、確認基準として評価することを特徴とする
項目３２から３５のいずれか一項目に記載の確認装置。
項目３７　ホログラムの再生が、一つのきわめてよい再生形状のもと検出可能で、この再
生形状のもと、再生の中の少なくとも二つの部分が同じ明るさまたは同じ強度として知覚
され、両部分の少なくとも部分にわたって延在する識別パターンが検出され、およびホロ
グラムまたはセキュリティ文書の追加的な特徴を検出するために評価ユニットに別の検出
ユニットが連結されており、および識別パターンを追加的な特徴と比較するために評価ユ
ニットが形成されていることを特徴とする項目３２から３６のいずれか一項目に記載の確
認装置。
項目３８　項目２６から３０のいずれか一項目に記載のホログラム又は項目３１に記載の
セキュリティ文書の真正を確認するための方法であって、以下のステップ、すなわち：ホ
ログラムの再生を、少なくとも二つの部分の分散特性の角度領域に適合された少なくとも
二つの所定の再生形状のもと検出し、および検出された再生の相違を評価しおよび相違を
所定の相違と比較し、比較結果に基づいて確認の決定を行いおよび確認の決定を出力する
ステップを有する前記方法。
項目３９　再生を少なくとも二つの再生形状のもと記録するために、ホログラムが異なる
角度のもと時間をずらして照明されることを特徴とする項目３８に記載の方法。
項目４０　再生を少なくとも二つの再生形状のもの記録するために、少なくとも一つの光
源および検出ユニットが互いに相対的に旋回されることを特徴とする項目３８または３９
に記載の方法。
項目４１　再生が、位置解像的に、輝度値または強度値に従って検出されることを特徴と
する３８から４０のいずれか一項目に記載の方法。
項目４２　評価ユニットが、少なくとも二つの再生形状のもと記録された再生の中の少な
くとも二つの部分のコントラスト反転を、所定の相違として評価することを特徴とする項
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目３８から４１のいずれか一項目に記載の方法。
項目４３　ホログラムの再生が、一つのきわめてよい再生形状のもと検出され、この再生
形状のもと、再生の中の少なくとも二つの部分が同じ明るさまたは同じ強度で知覚され、
および両部分の少なくとも部分にわたって延在する識別パターンが検出されおよびホログ
ラムまたはセキュリティ文書の追加的な特徴が検出されおよび識別パターンが追加的な特
徴と比較されることを特徴とする項目３８から４２に記載の方法。
　【００５１】
　本発明を以下に図と関連して詳細に説明する。
【図面の簡単な説明】
　【００５２】
　　【図１】ホログラム発生装置の簡略図　
　　【図２】強度分配の簡略図　
　　【図３ａ】ホログラムマスターの作成を説明するための簡略図
【図３ｂ】ホログラムマスターの作成を説明するための簡略図
　　【図４ａ】異なる四つの再生形状下のホログラムを有するセキュリティ文書のビュー
　　【図４ｂ】異なる四つの再生形状下のホログラムを有するセキュリティ文書のビュー
【図４ｃ】異なる四つの再生形状下のホログラムを有するセキュリティ文書のビュー
【図４ｄ】異なる四つの再生形状下のホログラムを有するセキュリティ文書のビュー
　　【図５ａ】異なる三つの再生形状のもと完全に平坦なホログラムが設けられた他のセ
キュリティ文書のビュー
　　【図５ｂ】異なる三つの再生形状のもと完全に平坦なホログラムが設けられた他のセ
キュリティ文書のビュー
　　【図５ｃ】異なる三つの再生形状のもと完全に平坦なホログラムが設けられた他のセ
キュリティ文書のビュー
　　【図６】ホログラムまたはセキュリティ文書の確認のための装置の簡略図
【発明を実施するための形態】
　【００５３】
　図１には、ホログラム発生装置１が簡略して表されている。ホログラムマスター２の前
、ガイド３の上にホログラフィック記録材料４が配置されている。ガイド３は、ホログラ
フィック記録材料４が好ましくは完全に平らにホログラムマスター２と接触するように、
ホログラムマスター２に対して相対的に配置されている。ここで、好ましくはポリエチレ
ンテレフタレート（ＰＥＴ）からなる透明な（図示されていない）保護層が、ホログラフ
ィック記録材料４とホログラムマスター２の間に配置され得るというのは、当業者にとっ
て自明である。この保護層は、ホログラムが、ホログラフィック記録材料４の中に感光さ
せられた後に、ホログラフィック記録材料４がホログラムマスター２から剥がれるのを軽
減する。
　【００５４】
　ホログラムマスター２は、以下に詳細に説明するように、好ましくはホログラフィック
につくり出される構造であって、この構造は、ホログラフィックにイメージを形成するこ
とによって焦点ガラスに形成される構造である。
　【００５５】
　装置１は、さらに光源５を備えており、この光源は、コヒーレント光８を発生すること
が可能な状態にある。これは可視、紫外または赤外スペクトル領域にある。このため光源
５は例えばレーザー６を備えており、このレーザーは通常単色のコヒーレント光を発生す
る。光源５は、一つの実施形において、例えばレーザー６の代わりに他の光発生ユニット
が使用されるとき、またはレーザー６が複数波長の光を発生するときは、コヒーレント光
を単色化するモノクロメーター（Ｍｏｎｏｃｈｒｏｍａｔｏｒ）を備える。
　【００５６】
　コヒーレント光８は、光源５によって好ましくは縞状の光束として提供される。これは
、光束が、広がる方向に対して横切って空間次元に沿って広がることを意味する。好まし
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くはこの拡散は、少なくとも作成しなければならないホログラムの幅に相当する。図示さ
れる例では、コヒーレント光８は、図平面に対して垂直に縞状に拡散している。
　【００５７】
　装置１は更に結像光学系（Ａｂｂｉｌｄｕｎｇｓｏｐｔｉｋ）を有し、この結像光学系
はここでは簡易化され偏向ミラー（Ｕｍｌｅｎｋｓｐｉｅｇｅｌ）９として表されている
。結像光学系は、コヒーレント光８が、その内部でこれが変調される空間光変調器１０（
Ｓｐａｔｉａｌ　Ｌｉｃｈｔ　Ｍｏｄｕｌａｔｏｒ）によりガイドされるよう形成されて
いる。これは、コヒーレント光８の縞状の拡散に沿い、広がる方向に対して横切る様々な
位置が、異なって変調されることを意味する。変調は、同様に、空間光変調器によって光
が当てられる横の位置にも依存している。変調は、ホログラムのための識別パターン（Ｉ
ｎｄｉｖｉｄｕａｌｉｓｉｅｒｕｎｇｓｍｕｓｔｅｒ）に対応して行われる。変調された
コヒーレント光１１は、ホログラフィック記録材料４を透過し、少なくとも部分的にホロ
グラムマスター２において回折され及び／又は反射される。反射された及び／又は回折さ
れた光は、ホログラフィック記録材料を透過した光１１とぶつかり、それでもってホログ
ラムをホログラフィック記録材料４内に感光させる。
　【００５８】
　一方でコヒーレント光８または変調されたコヒーレント光１１の相対動作を制御し、他
方でホログラフィック記録材料４およびホログラムマスター２を制御する、装置１の制御
ユニット１２が形成される。これは、表された実施形では、結像光学系つまり偏向ミラー
９と連結されるので、空間光変調器１０およびホログラムマスター２は、変更ミラーの移
動によって、同期して、縞状にトレースされる。制御ユニット１２は更に、ホログラフィ
ック記録材料内の感光時間が、各ホログラフィック記録材料４のスペクトル感度に合わせ
られ、ホログラムの感光のために使用されるコヒーレント光８，１１の各波長に合わされ
るよう形成されている。必要な感光時間は、コヒーレント光の強度と、ホログラフィック
記録材料４のスペクトル感度に依存している。それゆえ、制御ユニット１２は、ホログラ
フィック記録材料４のある位置における、光源の強度及び／又は相対速度及び／又は感光
期間を制御する。
　【００５９】
　感光は、いわゆるステップ・アンド・リピート方法によってか、または連続的に、例え
ばドラム感光方法で行われる。最後に記載の方法では、ホログラムマスターは、ホログラ
フィック記録材料が載せられているドラムにいれ込まれている（ｅｉｎａｒｂｅｉｔｅｎ
）。感光の間、ドラムは回転している。ステップ・アンド・リピート方法においては、フ
ィルムとして形成されたホログラフィック記録材料の感光すべき領域は、マスター上にも
たらされ、そこで停止するに至る。引き続いて感光が行われ、例えばスキャナーで読み込
まれるかまたは完全に平らにされ、ホログラムのコンタクトコピー（Ｋｏｎｔａｋｔｋｏ
ｐｉｅ）が行われる。場合によってはここで、レーザー光束（Ｌａｓｅｒｓｔｒａｈｌｅ
ｎ）が、個別化（ｐｅｒｓｏｎａｌｉｓｉｅｒｅｎ）されまたは識別（ｉｎｄｉｖｉｄｕ
ａｌｉｓｉｅｒｅｎ）される。感光の後に、次の感光されていない領域がホログラムマス
ター上で停止するに至るまで、フィルムとして形成されたホログラフィック感光材料の更
なる搬送が行われる。
　【００６０】
　一つの波長（カラー）の光による感光を記載した。同様に、様々な波長による感光も良
く行われ得る。これに対して、ホログラムマスターのみが適合される必要がある。識別は
、様々な波長に対して異なって行われ得る。つまり、様々な波長は、様々な識別パターン
を通じて空間的に変調されることが可能である。
　【００６１】
　ホログラムマスター２は、表される例では９０°の感光入射角度１４でもって変調され
たコヒーレント光１１によって感光される。このコヒーレント光は、ホログラフィック記
録材料を透過したものである。ホログラムマスター２は、表される実施形では、弱く分散
する部分１５と強く分散する部分１６を有する。両部分１５，１６では、光は、４５°の
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同一の感光射出角度１９の周りの異なる角度領域１７，１８内で反射され及び／又は回折
される。例えば、強く分散する部分１６の角度領域は４５°±２０°の角度を有し、弱く
またはより少なく分散する部分１５は、４５°±１０°の角度を有するということが推測
される。異なる角度の下で観察される強度は、各角度に依存している。両部分１５，１６
は、感光射出角度１９の最大ばらつきにおいて、すなわち２５°または６５°において強
く分散する部分１６のために、および３５°または５５°において弱く分散する部分のた
めに、ゼロから始まり及び／又は終了するという強度分配を有している。感光射出角度１
９に近づけるほど、両方の強度分配中における強度は大きくなる。これらは、感光射出角
度１９においてそれぞれ強度最大値を取る。弱く分散する部分１５に対する強度分配２０
、および強く分散する部分１６に対する強度分配２１が、極線図（Ｐｏｌａｒｄｉａｇｒ
ａｍｍ）である図２に簡略的に表されている。強度は、ある間隔で当初から与えられ角度
はＸ軸に対して数学的に正の意味で計測される。両方の強度分配が、きわめてよい角度２
２のもと、同じ強度を有するということが分かる。この角度のもとで、弱く分散する部分
１５と強く分散する部分１６の再生は、同様に強烈であるか、同様に明るい。
　【００６２】
　ここに記載されるホログラムマスター２の角度の依存性は、ホログラフィック記録材料
４内に感光されるホログラムに伝えられる。完成したホログラムは、引き続いて好ましく
はセキュリティ文書内に組み込まれる。このため、これは有利には、これらのうち一方が
基礎として使用される層の間に配置される。前記基礎には、ホログラムが設けられる。引
き続いてこれら層は文書本体に対してはりつけられる。他の有利な統合方法は、完成され
たホログラムを、例えば、プラスチックカードとして形成されたセキュリティ文書上に貼
り付けることである。セキュリティ文書には、別のセキュリティ特徴が組み込まれること
ができる。
　【００６３】
　ホログラムを有するそのようなセキュリティ文書を、図４ａから４ｄを用いて以下に詳
細に説明する。さしあたりホログラムマスター２の作成を図３ａと３ｂに基づき簡略的に
説明する。
　【００６４】
　例えば磨かれたガラスプレートとして形成されることが可能な、平らで透明なキャリア
３０上に透明な異なるラッカーが塗布される。これらラッカーは適切に、低い粗さを有す
る層３１と、高い粗さを有する層３２を形成する（図３ａ参照）。ラッカーは、好ましく
は印刷、例えばスクリーン印刷（シルクスクリーン印刷）、凸版印刷（書籍の印刷、レタ
ーセット）、凹版印刷（ハーフトーングラビア、銅版画凹版印刷）、平板印刷（オフセッ
ト、ウェットオフセット、ドライオフセット）、デジタル印刷（インクジェット）によっ
て塗布される。層３１，３２を有するキャリア３０は、焦点ガラスを意味する。キャリア
３０と層３１，３２は引き続いて、後にホログラム（図１参照）を作成する波長に適合さ
れた波長の、干渉する単色の光３４を透過される。この適合は、ホログラフィック記録材
料が現像の際に縮むことを考慮に入れて行われる。層３１，３２には、角度領域３５，３
６内の光が分散する。この角度領域は、図１による角度領域１７，１８と対応している。
分散するコヒーレント光３７は、ホログラフィック記録材料３８内でこれと干渉する参照
光３９と干渉させられ、透過ホログラム４０が発生する。この透過ホログラム４０は、図
３に表されるように、コヒーレント光４１によって再生され、および別のこれに干渉する
参照光に、別の記録材料４３内で干渉させられるので、透過ホログラム４０の再生は、別
のホログラフィック記録材料４３内で体積透過ホログラムとして感光させられる。この体
積透過ホログラムは、ホログラムマスター２として図１の装置１内に組み込まれることが
可能である。ホログラムマスター２が、異なる波長に対して再生する必要がある場合、記
載した方法は、その波長でもって類似して実施されるべきである。
　【００６５】
　ホログラムとして形成されるマスターホログラムの代わりとして、のこぎり歯状の面が
反射される、のこぎり歯状の反射構造が使用されることが出来る。このような構造は、例
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えば特許文献３に記載されている。のこぎり歯状の構造は、光の波長に比べて大きい。異
なる分散特性の部分は、一つまたは複数のラッカーによって新たに達成可能である。この
ようなホログラムマスターは、異なる波長による感光に特に適している。
　【００６６】
　図４ａから４ｂには、あるセキュリティ文書４４の四つのビューが、四つの異なる再生
形状のもと、円形に形成されるホログラム４５のために表されている。四つの再生形状は
、観察方向に対してと感光方向に対して相対的な、セキュリティ文書４４の異なる四つの
傾斜に対応している。
　【００６７】
　ホログラム４５は、クロス形状に形成される弱く分散された部分４７を取り囲む部分で
あって、強く分散された部分４６を含んでいる。図４ａのビューに対応する再生形状は、
その付随するビューが図４ｄに表されている最適再生形状から最も多くばらついている。
図４ｂおよび図４ｃは、再生形状のためのセキュリティ文書４４またはホログラム４５の
ビューを示しており、これらのビューは、徐々に最適再生形状に近づいている。
　【００６８】
　最適再生形状から激しくばらついた再生形状（図４ａ参照）は、弱い強度（Ｉｎｔｅｎ
ｓｉｔａｅｔ）を有する強く分散された部分４６のみを再生する。弱く分散された部分４
７は、再生されない。これは、感光角度及び／又は観察角度が、弱く分散された部分４７
の分散特性の角度領域より大きいことを意味する。
　【００６９】
　再生形状を最適再生形状に近づけると、強く分散された部分４６の再生は明るくなり（
強くなり）、しかしながら弱く分散された部分４７は暗いままである。これに付随するビ
ューは図４ｂに見られるが、近づけられた後にようやく、弱く分散された部分４７の再生
も開始される。弱く分散された部分４７の明るさ（強度）はさらに増す。
　【００７０】
　図４ｃには、表示される再生形状に対応するビューが示されている。この再生形状にお
いては、両方の部分が同じ明るさ（同じ強度）で知覚される。図４ｂのビューに対して、
両部分は明るい。この位置では、例えばパスポート用の写真の目を現すことがあり得る、
ここでは二つの円４９で描かれる識別パターンが、よく見てとれ把握できる。他の図４ａ
，４ｂおよび４ｄとの比較は、これが他の再生形状のもと不可能であるか最適には不可能
であることを示している。
　【００７１】
　最後に図４ｄには、最適な再生形状において記録されるビューが見られる。両方の部分
４６、４７は、明るさを増し、弱く分散する部分４７はしかしながら強く分散する部分４
６より激しい。図４ａおよび図４ｂの図に対してコントラストの反転が行われ、このコン
トラストの反転は、ホログラム４５及び／又はセキュリティ文書４４が本物であることの
確認のために援用されることが可能である。
　【００７２】
　図５ａには、完全に平坦なホログラム４５’が設けられる他のセキュリティ文書４４’
のビューが表されている。ホログラム４５’が設けられるセキュリティ文書４４’の基礎
は、三つの円形状の領域４８，４８’、４８’’内に透かしを有する紙の基礎である。こ
れら領域４８，４８’，４８’’内では、基礎の粗さは高められている。
　【００７３】
　ホログラム４５の再生をこの箇所でも保障するために、ホログラムは円形状の強く分散
する部分４６’，４６’’，４６’’’を有し、これら部分は、円形の領域を好ましくは
完全に等しくカバーしている。強く分散する部分４６’，４６’’，４６’’’の分散特
性を定める角度領域は分散角度領域より大きく、この分散角度領域に対して、透かしの領
域４８，４８’，４８’’における紙の基礎の粗さが引き起こされる。円形状の領域４８
，４８’，４８’’の外側の紙の基礎の残り部分をカバーする、弱く分散する部分４７’
は、円形状の領域４８，４８’，４８’’の外側の基礎の粗さに合わせられた分散特性を
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有している。これは、弱く分散する部分４７’が再生の際に光を分散し、または再生のた
めに再生入射角度の周りで光が入射するであろう角度領域は、円形状の領域４８，４８’
，４８’’の外側の紙の基礎の粗さによって引き起こされる分散の角度よりも大きいか、
または同様な大きさであることを意味している。ここで弱く分散する部分４７’の角度領
域は、領域４８，４８’，４８’’内の粗さによって引き起こされる分散の角度領域より
も大きいことも可能である。しかしながらいずれにせよ、弱く分散する部分４７’の分散
特性の角度領域は、強く分散する部分４６’，４６’’，４６’’’のそれよりも小さい
。そのため、最適再生形状に再生形状を近づける際のコントラスト反転効果は保持される
。
　【００７４】
　図５ａに示されるビューにおいて、この最適再生形状からのばらつきは未だ大きいので
、強く分散する部分４６’，４６’’，４６’’’のみが弱い強度で再生される。図５ｂ
には、表される再生形状が示されたビューが示されており、ここで両方の部分は同じ明る
さに知覚される。図５ｃには最適再生形状におけるビューが示され、これにおいては、弱
く分散する部分４７’が、強く分散する部分４６’，４６’’，４６’’’よりも明るい
。行われたコントラスト反転も良く分かる。
　【００７５】
　図６には、ホログラム５１またはホログラム５１が組み込まれたセキュリティ文書５２
の確認のための装置５０の例としての実施形が表されている。確認のための装置５０は、
少なくとも一つの、しかしながら好ましくは複数の光源５３，５３’，５３’’，５３’
’’…を備える。これら光源は、時間をずらしてホログラム５１を発生する波長の光を放
出する。光源５３，５３’，５３’’，５３’’’…は、ホログラム５１に対して相対的
に、ホログラムが、異なる角度で照射されるよう配置される。例えばカメラまたはＣＣＤ
として形成され、ホログラム５２を再生射出角度、最適観察角度のもと観察する検出ユニ
ット５４によって、ホログラム５１の再生が、位置解像的かつ輝度改造的に検出される。
制御部５５は、複数の光源５３，５３’，５３’’，５３’’’…も、検出ユニット５４
も制御している。さらに制御ユニットは、評価ユニット５６を備えており、この評価ユニ
ットが検出されたホログラム５１の再生の変化を評価する。複数の光源のそれぞれは、再
生形状とリンクされている。それゆえ、複数の光源５３，５３’，５３’’，５３’’’
…の適切な駆動により、コントラスト反転が比較ユニット５８によって検出される。複数
の光源５３，５３’，５３’’，５３’’’…のうち一つは、その運転の際に再生があら
わされた再生形状のもと行われるように配置されている。この箇所では、識別パターンが
抽出ユニット５７によって摘出され場合によっては例えばセキュリティ文書中に組み込ま
れたチップ６０に保存されており、例えばチップカードリーダーとして形成される別の検
出ユニット５９を介して検出されることが可能な情報と比較される。出力ユニット６１を
解して確認の結果が出力される。
【符号の説明】
　【００７６】
　１　　　　　　　　　　　　　ホログラムの作成装置
　２　　　　　　　　　　　　　ホログラムマスター
　３　　　　　　　　　　　　　ガイド
　４　　　　　　　　　　　　　ホログラフィック記録材料
　５　　　　　　　　　　　　　光源
　６　　　　　　　　　　　　　レーザー
　７　　　　　　　　　　　　　マージユニット、選択ユニット
　８　　　　　　　　　　　　　コヒーレント光
　９　　　　　　　　　　　　　偏向ミラー
１０　　　　　　　　　　　　　空間光変調器
１１　　　　　　　　　　　　　変調されたコヒーレント光
１２　　　　　　　　　　　　　制御ユニット
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１３　　　　　　　　　　　　　駆動ユニット
１４　　　　　　　　　　　　　感光入射角度
１５　　　　　　　　　　　　　弱く分散する部分
１６　　　　　　　　　　　　　強く分散する部分
１７　　　　　　　　　　　　　（弱く分散する部分の）角度領域
１８　　　　　　　　　　　　　（強く分散する部分の）角度領域
１９　　　　　　　　　　　　　感光射出角度
２０　　　　　　　　　　　　　（弱く分散する部分の）強度分配
２１　　　　　　　　　　　　　（強く分散する部分の）強度分配
２２　　　　　　　　　　　　　きわめてよい角度
３０　　　　　　　　　　　　　キャリア
３１　　　　　　　　　　　　　（弱く分散する）層
３２　　　　　　　　　　　　　（強く分散する）層
３４　　　　　　　　　　　　　光
３５　　　　　　　　　　　　　（弱く分散する）角度領域
３６　　　　　　　　　　　　　（強く分散する）角度領域
３７　　　　　　　　　　　　　分散された光
３８　　　　　　　　　　　　　ホログラフィック記録材料
３９　　　　　　　　　　　　　参照光
４０　　　　　　　　　　　　　透過ホログラム
４１　　　　　　　　　　　　　光
４２　　　　　　　　　　　　　別の参照光
４３　　　　　　　　　　　　　別のホログラフィック記録材料
４４，４４’　　　　　　　　　セキュリティ文書　
４５，４５’　　　　　　　　　ホログラム　　　
４６，４６’，４６’’，４６’’’　強く分散する部分
４７，４７’　　　　　　　　　弱く分散する部分
４８，４８’，４８’’　　　　　円形状の領域
４９　　　　　　　　　　　　　円
５０　　　　　　　　　　　　　ホログラム／セキュリティ文書の確認のための装置
５１　　　　　　　　　　　　　ホログラム
５２　　　　　　　　　　　　　セキュリティ文書
５３，５３’，５３’’…　　　　光源
５４　　　　　　　　　　　　　検出ユニット
５５　　　　　　　　　　　　　制御部
５６　　　　　　　　　　　　　評価ユニット
５７　　　　　　　　　　　　　比較ユニット
５８　　　　　　　　　　　　　抽出ユニット
５９　　　　　　　　　　　　　別の検出ユニット
６０　　　　　　　　　　　　　チップ
６１　　　　　　　　　　　　　出力ユニット
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